
 県では、企業等の従業員に対する主体的な学び直しの促進に向けて、厚生労働省（労働局）
の人材開発支援助成金「人材育成支援コース」（人材育成訓練）の支給決定を受けた事業主に
対し、奨励金を支給します。

対象となる事業主は？

○秋田県内に事業所を有する事業主であること
○令和５年４月１日以降に、「人材開発支援助成金訓練実施計画届」を都道府県
 労働局へ提出し、人材育成訓練実施後に「人材開発支援助成金」（人材育成支
 援コース）の支給決定を受けていること 等

申請受付期間    令和５年５月16日～令和６年２月２９日

人材開発支援助成金を活用されている事業主のみなさまへ

 申請には、奨励金交付申請書兼実績報告書のほか、職業訓練実施計画届の写し、
人材開発支援助成金の支給決定通知書の写し、人材開発支援助成金支給申請書類の
写しなどの書類が必要となります。
 詳細は秋田県公式ＨＰ美の国あきた（コンテンツ番号７２８２５）をご確認ください！

申請に必要な書類は？　   

秋田県リスキリング促進奨励金
（人材開発支援助成金の上乗せ支給）

【申請・お問い合わせ先】 

　秋田県 産業労働部 雇用労働政策課　TEL：018-860-2334
　〒010-8572　秋田市山王3-1-1　秋田県庁第二庁舎3階　　　　　　　　

支給額 限度額

「人材開発支援助成金」支給決定額の２分の１（千円未満切捨）
※賃金要件又は資格等手当要件を満たした場合の追加支給分は除きます。 10万円

支給額は？

対象となる訓練等は？

○人材開発支援助成金「人材育成支援コース」の助成区分が人材育成訓練であること
○実施した訓練等に要した経費が一人あたり10万円以上であること


